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告 示

北海道告示第139号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成25年３月８日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
　　原子力防災ネットワーク（緊急時連絡網）装置の賃貸借　　一式
２　落札を決定した日
　　平成25年２月21日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　富士通リース株式会社
　⑵　住　所　　東京都千代田区神田練塀町３番地
４　落札金額
　　3,286,000円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成25年１月11日付け北海道告示第15号

７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道総務部危機対策局原子力安全対策課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第140号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、道営土地改良（福寿地
区（暗渠

きよ

排水、区画整理））事業の土地改良事業計画を定めた。
　その関係書類は、北海道上川総合振興局に備え置いて、平成25年３月12日から20日間、一
般の縦覧に供する。
　　平成25年３月８日

北海道知事　高　橋　はるみ

北海道告示第141号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
　　平成25年３月８日

北海道知事　高　橋　はるみ　
１⑴　指定施業要件変更予定保安林　　様似郡様似町（次の図に示す部分に限る。）
　　　の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　水源の涵

かん

養
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　　様似町（次の図に示す部分に限る。）
　　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　　ウ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
２⑴　指定施業要件変更予定保安林　　様似郡様似町（次の図に示す部分に限る。）
　　　の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
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　　　　　様似町（次の図に示す部分に限る。）
　　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　　ウ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高振興局
産業振興部林務課及び様似町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第142号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
　　平成25年３月８日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　指定施業要件の変更に係る保　　幌泉郡えりも町（次の図に示す部分に限る。）
　　安林の所在場所
２　保安林として指定された目的　　水源の涵

かん

養
３　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　⑴　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。
　　　　えりも町（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町

村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高振興局
産業振興部林務課及びえりも町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第143号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
　　平成25年３月８日

北海道知事　高　橋　はるみ

路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道　更 別 幕 別 線 河西郡更別村字上更別125番97地先から 平成25. 3. 8
北海道十勝総合振興局 同郡更別村字上更別125番751地先まで
帯 広 建 設 管 理 部
道道　更南更別停車場線 河西郡更別村字更別南２線89番１地先から 同
北海道十勝総合振興局 同郡更別村字更別南２線92番76地先まで
帯 広 建 設 管 理 部

北海道告示第144号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
　　平成25年３月８日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
　　増毛暑寒沢（Ｉ－５－10－2227）
２　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
　　増毛郡増毛町南永寿町３丁目（次の図のとおり）
３　土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
　　急傾斜地の崩壊
４　当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
　　次の図のとおり
　（「次の図」は省略し、その図面を北海道留萌振興局留萌建設管理部に備え置いて縦覧に
供する。）

総合振興局告示及び振興局告示

北海道オホーツク総合振興局告示第59号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成25年３月８日

北海道オホーツク総合振興局長　有　好　利　典
１　落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
　　乗用自動車の賃貸借　　１台　一式
２　落札を決定した日
　　平成25年２月28日
３　落札者の氏名及び住所
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　⑴　氏　名　　北見日産自動車株式会社
　⑵　住　所　　北見市常盤町６丁目２番地10
４　落札金額
　　22,050円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成25年１月18日付け北海道オホーツク総合振興局告示第５号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道オホーツク総合振興局産業振興部農務課
　⑵　所在地　　網走市北７条西３丁目


